
平成１７年(行ケ)第１０５２９号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年１１月１０日
                  　判　　　　決
              原告　　　　　　　　　リコーエレメックス株式会社
              代表者代表取締役　　　
              訴訟代理人弁理士　　　菅原正倫
              同　　　　　　　　　　河原純一
              被告　　　　　　　　　特許庁長官
                                    中嶋　誠
              指定代理人　　　　　　田中亨子
              同　　　　　　　　　　伊藤三男
                    主　　　　文
          １　原告の請求を棄却する。
          ２　訴訟費用は原告の負担とする。
                    事実及び理由
第１　請求
    　特許庁が不服２００４－８０５４号事件について平成１７年５月９日にした
審決を取り消す。
第２　事案の概要
    　本件は，後記商標の出願人である原告が，特許庁から拒絶査定を受けたの
で，これを不服として審判請求をしたところ，同庁が審判請求は成り立たないとの
審決をしたことから，その取消しを求めた事案である。
第３　当事者の主張
  １　請求の原因
    (1)　特許庁における手続の経緯
      　原告は，平成１５年７月２５日，下記の構成からなる商標（以下「本願商
標」という。）について，指定商品を第２１類「家庭用口腔洗浄器，化粧用具」と
して，商標登録出願（以下「本願」という。甲２２）をした。
                                              
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　    記
                                                                      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

      　特許庁は，平成１６年３月３１日に本願について拒絶査定をしたため，原
告は，これを不服として審判請求をした。そこで特許庁は，これを不服２００４－
８０５４号事件として審理した上，平成１７年５月９日，「本件審判の請求は，成
り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その審決謄本は平成
１７年５月１８日原告に送達された。
    (2)　審決の内容
      　審決の内容は，別紙審決写し記載のとおりである。
      　その理由の要旨は，本願商標は，下記の商標（登録第４６７４３２０号。
平成１４年７月２日出願・平成１５年５月２３日登録。甲２３。以下「引用商標」
という。）と称呼上類似の商標であり，かつ，指定商品も類似の商品を含むもので
あるから，商標法４条１項１１号に該当する等としたものである。
                                    記
      （商標）

                                                        
        （商標権者）
      　東京都文京区湯島４丁目１番１１号
              サンシステム株式会社
      （指定商品）
      　第９類「理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，
自動車用バッテリー，その他の電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機



械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除
く。），救命用具，携帯電話機のストラップ，その他の電気通信機械器具，レコー
ド，コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・
マイクロフィルム・ＣＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の記憶媒体，ダウンロード
可能なコンピュータプログラム，ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可
能な音楽，ダウンロード可能な映像，電算機プリンター，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・ＣＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ・光ディスク・その他の録画済み記録媒体，メトロノーム，電算機用プログラ
ム，その他の電子応用機械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，
業務用テレビゲーム機，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，ゴルフ
ボール自動集球ロボット，乗物運転技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相
機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障
の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報
器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防艇，ス
プリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマス
ク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，映
写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，電子出版物，録画
済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＣＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ・光ディスク・その他の録画済み記録媒体，ガソリンステーション用装置，自
動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選
別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器
具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチカードシステム機
械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ウエイトベ
ルト，ウエットスーツ，浮き袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，レ
ギュレーター，アーク溶接機，家庭用テレビゲームおもちゃ，金属溶断機，検卵
器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉装置，耳栓」
    (3)　審決の取消事由
      ア　審決の認定のうち，本願商標と引用商標は，いずれも構成各文字が特定
の語義を有しない造語であって，本願商標は構成文字に相応して「デントレック
ス」の称呼を，引用商標は構成文字に相応して「デントレック」の称呼をそれぞれ
生じ，両商標の称呼は，語頭から続く「デントレック」の音を共通にし，語尾にお
ける「ス」の有無という差を有するものであること（審決２頁２６行～３６行），
本願商標の指定商品中「化粧用具」と引用商標の指定商品中「電気式ヘアカーラ
ー」が，主に，顔や髪など外見を美しく粧うための商品であって，それぞれ販売場
所及び需要者層を共通にする互いに類似の商品であること（審決３頁８行～１５
行）は，認める。
      イ　しかしながら，審決には，以下のとおり，本願商標と引用商標の類否判
断に誤りがあり，本願商標は商標法４条１項１１号に該当しないから，違法として
取り消されるべきである。
        (ア)　称呼上の非類似
          　本願商標の称呼「デントレックス」における「・・・レックス（ｋ
ｓ）」と引用商標の称呼「デントレック」における「・・・レック（ｋ）」とで
は，前者（本願商標）の摩擦音が後者（引用商標）に比べてかなり強く，聴者の印
象が，後者では詰まる窮屈な感じであるのに対し，前者では強い摩擦音で広がりを
有するものとなり，印象を相当異にする。
          　また，称呼上，本願商標は「デント」に「レックス」（ＲＥＸ）が合
体したものであり，引用商標は「デント」に「レック」（ＲＥＣ）が合体したもの
であって，「レックス」と「レック」では，それぞれ馴染みのある個性ある音構成
であるため，聴者をして「デントレックス」と「デントレック」とは互いに相紛れ
ることなく聴別可能である。このことは，「・・・レックス」と「・・・レック」
の両商標が互いに同一又は類似の商品（役務）において，非類似の商標として登録
が認められている先例（甲１ないし３の各１・２）からも明らかである。
          　したがって，本願商標と引用商標とは，称呼上類似するものではな
い。
        (イ)　出所混同のおそれがないこと
          ａ　原告のホームページ上（甲４）において，原告の商品である口腔洗
浄器「デントレックス」が，その称呼と商品の写真とを対応させた形で広く公開さ
れているとともに，その他多数のインターネットショッピングサイトにおいて，写



真付きで商品が紹介され，その販売が行われている。
            　また，原告は，本願商標（「デントレックス／ＤＥＮＴＲＥＸ」）
が付された原告の口腔洗浄器について，新聞の広告記事に多数掲載する等広く宣
伝・広告活動を行いながら（甲５，６，８ないし１２，１４ないし２０），家電量
販店等においても全国的な販売を実施し，更には，通信販売のカタログ（甲７）や
原告会社案内（甲１３）にも掲載している。
            　この結果，原告は，口腔洗浄器「デントレックス」に関して既に多
くの販売実績を残すに至っており，本願商標は，社会に広く認識されて，既に大き
な信用を化体している。
            　したがって，少なくとも口腔洗浄器の分野において，本願商標は周
知性を獲得している。
          ｂ　一方，引用商標の商標権者であるサンシステム株式会社は，主に歯
科医院向けのコンピュータシステム（ソフトウェア）の開発及び販売を行っている
会社であり（甲２１），少なくとも電気式ヘアカーラー，電気式歯ブラシ及び家庭
用口腔洗浄器の製造・販売等の取扱いをしていないし，これに関して「デントレッ
ク／ＤＥＮＴＲＥＣ」の商標（引用商標）が使用されている事実もない。
          ｃ　したがって，引用商標の商標権者の商品と原告の商品（口腔洗浄
器）等との間で現実の出所の混同が生ずるおそれはなく，換言すると，口腔洗浄器
の分野において「デントレックス」と言えば，原告の口腔洗浄器を想起し，引用商
標の「デントレック」の指定商品と混同されるおそれはない。
        (ウ)　まとめ
          　以上のとおり，本願商標と引用商標とは，称呼上類似するものではな
く，また，観念についても特定の意味をもつものではなく，かつ，外観においても
類似せず，更に引用商標の商標権者の商品と原告の商品（口腔洗浄器）等との間で
現実の出所の混同が生ずるおそれはないから，本願商標は，引用商標の類似商標
（商標法４条１項１１号）に当たらないというべきである。
  ２　請求原因に対する認否
    　請求原因(1)及び(2)の事実はいずれも認めるが，同(3)は争う。
  ３　被告の反論
    (1)　称呼上の非類似の主張に対し
      ア　本願商標より生ずる「デントレックス」の称呼と，引用商標から生ずる
「デントレック」の称呼とを比較すると，両者は，語頭から続く「デントレック」
の音を共通にし，語尾における「ス」の有無という差異を有するものであるが，差
異音の「ス」は，舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音の一つである［ｓ］と
母音［u］との結合した音節であり，比較的弱く響く音といえるものである。
        　そして，「ス」の音は，「デントレックス」の称呼のように「ク」に続
いて発音される場合，前音の「ク」の音が明瞭に発音される破裂音であることか
ら，「ク」の音に吸収されて弱く発音されるばかりでなく，称呼識別上，印象の薄
い末尾に位置するものであるから，必ずしも明確に聴取されるものではない。
        　また，そもそも，本願商標及び引用商標の構成各文字は，同じ書体，同
じ大きさ，同じ間隔で，まとまりよく一体的に表されているものであり，構成各文
字より生ずる「デントレックス」及び「デントレック」の称呼も淀みなく一連に称
呼できるものであって，これらを「デント／ＤＥＮＴ」と，「レックス／ＲＥＸ」
又は「レック／ＲＥＣ］とに，常に分離して把握しなければならない格別の事情は
存しない。
        　したがって，両商標に接する取引者，需要者が，殊更「デント」と，
「レックス」又は「レック」とで区切り，それらが合体したものと認識し，かつ，
他の称呼と聴別するために，常に「デントレックス」の「レックス」又は「デント
レック」の「レック」をあえて意識し，取引に当たるとは考え難い。
        　そして，本願商標及び引用商標は，上記両称呼を時と所を異にして一連
に称呼するときは，その語韻，語調が近似し，互いに聴き誤るおそれがあるから，
称呼上類似の商標である。
      イ　また，原告主張の登録先例と本願商標とは，構成する文字数や称呼の長
さにおいて相違する。本願商標の登録の適否は，引用商標との類否判断をもって決
せられるべきであって，本件について他の判断事例を画一的に当てはめて判断する
のは妥当ではない。
    (2)　出所混同のおそれがないとの主張に対し
      ア　本願商標の「デントレックス」，「ＤＥＮＴＲＥＸ」を付した商品であ



る口腔洗浄器は，平成１４年（２００２年）１１月８日に発売（予定）され，原告
のインターネットホームページや日本経済新聞に広告が掲載されている。しかし，
原告の会社案内（甲１３）には，原告会社全体の平成１５年（２００３年）３月期
の売上高が５８３億円であったとの記載があるものの，本願商標の「デントレック
ス」，「ＤＥＮＴＲＥＸ」を付した口腔洗浄器の生産，販売，譲渡等の数量及び売
上高等が具体的に示されていないばかりか，その立証がないから，本願商標が，我
が国において一般需要者に広く知られるに至っているとまではいえない。
      イ　一方，商標法４条１項１１号は，商品又は役務の出所の混同を防止し，
先願で，かつ，先登録の商標権が設定されている場合にこれと抵触する商標の登録
を認めない旨を規定したものであり，同号は，上記商標権に係る登録商標の使用の
有無とは関係なく適用されるべきである。
        　したがって，引用商標の商標権が有効に存続している以上，引用商標の
商標権者が「電気式ヘアカーラー」に「デントレック／ＤＥＮＴＲＥＣ」の商標を
使用している事実がないことや，原告が本願商標「デントレックス」，「ＤＥＮＴ
ＲＥＸ」を付して「口腔洗浄器」を販売している等の事情があったとしても，本願
商標の類否判断に何らの影響を及ぼすものではない。
        　また，引用商標が，現在「電気式ヘアカーラー」等に使用されていない
としても，今後も使用されないということはできず，引用商標の商標権者の事業の
展開によって，引用商標が上記商品に使用されたときは，本願商標との間において
商品の出所の混同が生ずるおそれがある。
    (3)　「まとめ」の主張に対し
      ア　本願商標と引用商標は，いずれも，上段に片仮名文字及び下段に欧文字
を表している点において共通するばかりでなく，片仮名文字における「デントレッ
ク」及び欧文字における「ＤＥＮＴＲＥ」を同じくするものであり，相違点といえ
ば，末尾における片仮名文字の「ス」の有無及び欧文字部分の「Ｘ」と「Ｃ」の文
字のみである。そして，６文字あるいは７文字からなる文字構成において，一文字
の有無や違いは，構成文字全体からすれば微差というべきものであり，かつ，その
有無あるいは違いが，文字の外観識別上印象の薄い末尾にあることからすれば，時
と所を異にして両商標に接した場合，取引者，需要者に外観上近似した印象を与
え，互いに連想等を生じさせるといえるものであるから，両商標は，外観上類似す
る。
        　なお，本願商標を構成する「デントレックス」及び「ＤＥＮＴＲＥＸ」
の各文字と，引用商標を構成する「デントレック」及び「ＤＥＮＴＲＥＣ」の各文
字は，それぞれ特定の語義を有しない造語であり，観念については比較することが
できないから，本件においては，観念が，外観及び称呼の類否判断に影響を及ぼす
ことはない。
      イ　そして，本願商標と引用商標とは，外観及び称呼において類似し，か
つ，本願指定商品中，「化粧用具」に含まれる「電気式歯ブラシ」と引用商標の指
定商品中「電気式ヘアカーラー」とは互いに類似し，また，当該指定商品の取引の
実情等において商品の出所の混同を生ずるおそれはないとする特別の事情は存在し
ないから，両商標は類似するというべきである。
第４　当裁判所の判断
  １　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），  (2)（審決の内容）の各事実
は，いずれも当事者間に争いがない。
  ２　本願商標と引用商標の類否の有無（請求原因(3)）
    (1)　商標の類似は，対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場
合に，商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるのか否かによって決すべきであ
るが，それには，そのような商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等によ
って取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかもそ
の商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり，その具体的取引状況に基づいて判断
すべきものである（最高裁昭和４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号
３９９頁参照）。
      　そこで，以上の見地に立って，本件商標と引用商標の類否について判断す
る。
    (2)　称呼上の類似性について
      ア　前記のとおり，本願商標は，「デントレックス」の片仮名文字と「ＤＥ
ＮＴＲＥＸ」の欧文字を上下二段に表してなる商標であり，引用商標は「デントレ
ック」の片仮名文字と「ＤＥＮＴＲＥＣ」の欧文字を上下二段に表してなる商標で



あって，その構成上，末尾における片仮名文字「ス」の有無及び欧文字の「Ｘ」又
は「Ｃ」に差異があるが，他の部分は共通している。そして，本願商標と引用商標
は，いずれも構成各文字が特定の語義を有しない造語であって，本願商標は構成文
字に相応して「デントレックス」の称呼を，引用商標は構成文字に相応して「デン
トレック」の称呼をそれぞれ生じ，両商標の称呼は，語頭から続く「デントレッ
ク」の音を共通にし，語尾における「ス」音の有無という差を有するものである。
        　そこで，本願商標から生ずる「デントレックス」の称呼と引用商標から
生ずる「デントレック」の称呼を対比すると，両称呼は，「デントレック」の６音
が共通し，相違する音は語尾の摩擦音「ス」の１音のみであり，本願商標及び引用
商標を，それぞれ一連に称呼する場合，両商標は全体の語感，語調が近似した紛ら
わしいものであることが認められるから，両商標は，称呼において類似するという
べきである。
      イ　これに対し原告は，本願商標の称呼「デントレックス」における
「・・・レックス（ｋｓ）」の摩擦音が，引用商標の称呼「デントレック」におけ
る「・・・レック（ｋ）」に比べてかなり強く，聴者の印象が，後者（引用商標）
では詰まる窮屈な感じであるのに対し，前者（本願商標）では強い摩擦音で広がり
を有するものとなり，印象を相当異にし，また，称呼上，本願商標は「デント」に
「レックス」（ＲＥＸ）が，引用商標は「デント」に「レック」（ＲＥＣ）がそれ
ぞれ合体したものであって，「レックス」と「レック」では，それぞれ馴染みのあ
る個性ある音構成であるため，聴者をして「デントレックス」と「デントレック」
とは互いに相紛れることなく聴別可能であるから，本願商標と引用商標は，称呼上
類似しない旨主張する。
        　しかし，本願商標と引用商標は，いずれも構成各文字が特定の語義を有
しない造語であって，それぞれを一連に称呼する場合，特定の構成文字に着目した
り，原告が主張するように「デント」と「レックス」又は「レック」が合体したも
のであることを特に意識するものとは認めることはできないし，また，語尾の摩擦
音「ス」の違いが聴衆に強い印象を与えるものと認めることもできないから，原告
の上記主張は採用することができない。
        　なお，原告主張の登録先例に係る各商標（甲１ないし３の各１・２）
は，本願商標及び引用商標と構成，称呼又は指定商品等を異にするのみならず，使
用される取引の実情も定かでないから，上記登録先例をもって，本願商標と引用商
標が称呼上類似するとの前記認定を覆すことはできない。
    (3)　出所混同のおそれについて
      ア　本願商標の指定商品中「化粧用具」と引用商標の指定商品中「電気式ヘ
アカーラー」が，主に，顔や髪など外見を美しく粧うための商品であって，それぞ
れ販売場所及び需要者層を共通にする互いに類似の商品であること（審決３頁８行
～１５行）は，当事者間に争いがない。
      イ　証拠（甲４ないし２０）によれば，① 原告のホームページ（２００２年
（平成１４年）掲載のもの。甲４）上に，「商品名　デントレックス」，「発売予
定日　２００２年１１月８日（いい歯の日）」，「標準価格（税別）１３，８００
円」，「年間販売予定数　３０，０００台／年」，「リコーエレメックス販売窓
口」などとして，原告が口腔洗浄器「デントレックス」を発売する旨の記事が掲載
されたこと，② 原告は，平成１５年１２月１９日付け（甲５），平成１６年８月１
４日付け（甲６），平成１７年４月３０日付け（甲９），同年５月４日付け（甲１
０），同年５月７日付け（甲１１），同年５月１２日付け（甲１２），同年５月２
３日付け（甲１４），同年５月３１日付け（甲１５），同年６月３日付け（甲１
６），同年６月４日付け（甲１７），同年６月１４日付け（甲１８），同年６月１
５日付け（甲１９），同年６月１９日付け（甲２０）の各日本経済新聞，全日空
（ＡＮＡ）の機内誌（ＡＮＡ　ＳＫＹ　ＳＨＯＰ　２００４　ｖｏｌ．１００。甲
７）等に，「デントレックス」，「ＤＥＮＴＲＥＸ」の商品名で，原告の口腔洗浄
器の宣伝広告を出したこと，③ 原告の会社案内（甲１３）に，原告が企画
開発した製品の一つとして，口腔洗浄器「デントレックス」の紹介がされているこ
とが認められる。
        　上記認定事実によれば，原告は，その販売する上記口腔洗浄器に本願商
標を使用していることが認められるが，上記口腔洗浄器の販売実数等の立証がされ
ていないことに照らすと，上記認定事実によっても，本願商標が需要者，取引者の
中で周知性を獲得したものとまで認めることはできない。
        　したがって，本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との間で出所の



混同が生ずるおそれがない旨の原告の主張は，その前提を欠くものと
        して，採用することができない。
    (4)　小括
      　以上に説示したところによれば，本願商標と引用商標は，称呼上類似し，
共に特定の語義を有しない造語であって，特定の観念を生じさせるものではないこ
と，その構成上，末尾における片仮名文字「ス」の有無，及び欧文字の「Ｘ」又は
「Ｃ」に差異があるが他の構成文字は共通し外観上近似した印象を与えるものであ
ることが認められ，これらの事実と取引における本願商標の使用状況等（前記(3)
イ）を総合して全体的に考察すると，本願商標は，引用商標の類似商標であると認
めるのが相当である。
      　そして，本願商標の指定商品中に引用商標の指定商品と類似のものがある
ことは先に説示したとおりであるから，本願商標が商標法４条１項１１号に該当す
るとした審決の判断に誤りはないというべきである。
  ３　結論
    　以上によれば，原告の本訴請求は理由がないから棄却することとして，主文
のとおり判決する。
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